
 

 

 

 

 

  

◎ 夏休みの生活について 
  ７月２１日（金）から８月３１日（木）まで、待ちに待った夏休みです！アフターコロナで制
限がなくなり、みなさんワクワクしていることでしょう。この期間は、学校での規則正しい集団
生活を離れ、自分の心や体を鍛

きた

えたり、ゆっくりと物事を考えたり、普段できないことに取り組
める期間です。夏休み中は、規則正しい生活をし、部活動に励

はげ

んだり、受験勉強や 1学期の復習
や２学期の予習をがんばりましょう。また、友達や家族・親戚と楽しく過ごしながら、自分を成
長させる有意義な４２日間にしましょう。 

  楽しい夏休みにするうえで、生徒の皆さんに下記の事を特にしっかりと守るよう指導していま

す。ご家庭でもお子様への声掛けをお願いします。 

 

記 

 １ 家庭での生活について 
① 毎日規則正しい生活を心掛け、『睡眠・栄養・休息』のバランスが取れた生活を送れるよう

自覚ある布津中生であってほしい。 
② 『勉強』は中学生の『仕事』です。毎日、自分で立てた計画に沿って、１学期の復習や自

分が不得意とする教科の克服、長期休業しかできない観察や創作活動などにしっかりと取
り組んでほしい。 

 
めやすの学習時間 ： 中１：２時間、中２：３時間、中３：４時間程度 
 

③ 家族や地域住民の一員として、地域の行事に参加したり、家の手伝いを進んですること。 
④ 学校に来るときは、制服または部活動で認められた服装で来ること。 
⑤ 出かける時は行き先を家族に知らせ、かならず午後６時までに帰宅すること。                      

※午後６時以降は、保護者同伴を原則とする。 
⑥ 法律に触れる行為（万引・喫煙・飲酒・薬物・非行行為など）は絶対せず、中学生らしい

言動に留意すること。 
⑦ 『不審電話』がかかってきたり、『不審者』に遭遇したら、ただちに保護者に伝え、警察と

中学校へも連絡すること。(決して、氏名や電話番号など個人情報を教えないこと) 
⑧ スマートフォンやタブレットなど情報端末機器を使う際は、１日２時間までの範囲で、夜

９時以降は使用しないなどのルールを家庭でしっかりと決めたうえで使用すること。また、
他人の個人情報（写真や動画、氏名、学校名、住所など）や、誹謗・中傷する書き込みな
ど絶対にしないこと。 

⑨ 万が一、事故やけが、身内の不幸など非常事態が発生したら、学校へ必ず連絡すること。 

 

布津中学校 学校だより 
 

至誠を貫く ～一隅を照らす人づくり～ 
 

      令和 5 年 7 月 19 日（水）Ｎo.5 文責：校長 梅津 禎司 



◎ 令和７年度から公立高校入学者選抜が大きく変わる！ 

  ７月６日に突然発表された令和７年度から始まる公立高校入学者選抜制度の変更であるが、 

５教科受検者が減少し、学力保障や将来の進路保障について不安視する声が上がったことから、 

高校教育課は、「ふるさと長崎や世界の未来を拓く人材を育成する」ために、① 自らの可能性 

を高め、自分らしさを育む ② 探究的な学びを推進する ③ 故郷への愛着や誇りを育む の 

３つの高校教育の柱を踏まえて、入学制度の改善を発表した。（中２の年代から適用される） 

 上記の①・②・③それぞれに対応する入試制度を設定した。①には、学校内外での主体的 

な活動で培った自らの強みを生かせる特別選抜、②には、学びに向かう姿勢を評価する 

とともに、基礎的基本的な内容に加え、探究的な学びを検査問題に取り入れた一般選

抜、③には、主に離島・半島部の少人数教育実践校で、夢や目標の実現にむけて頑張る

姿勢や意欲に応えるチャレンジ選抜 の３つの入試制度を設けることとしている。 

 では、それぞれの入試制度を一つ一つ見ていくことにする。 

① 特別選抜・・・中学校内外において主体的に取り組んだ活動(文化・スポーツ、生徒会活動

等で、実績を残した者、プログラミングコンテスト受賞者、IT系国家資格の取得等)で培

った自らの強みを生かせる選抜制度（募集定員の１５％以内）＜２月第１週を基準＞ 

・自己推薦１・・・文化・スポーツを含む主体的な活動で顕著な実績を持つと自ら認める者で、 

かつ該当校に進学する強い意志を持ち、学校の求める生徒像に合致する者 

・自己推薦２・・・文化・スポーツを含む主体的な活動で顕著な実績を持つと自ら認める者 

で、かつ該当校に進学する強い意志を持つ者 

 ② 一般選抜・・・中学校までに取り組んできた学びの内容に加え、学びに向かう姿勢を評価 

するとともに、日常生活、社会問題などと関連した探究的な学びを検査問題 

に取り入れた選抜制度（募集定員の８５％以上）＜２月第３週を基準＞ 

③ チャレンジ選抜・・・きめ細やかな指導を行っている少人数教育実施校で、それぞれの夢 

や目標の実現に向けて頑張る姿勢や意欲に応える選抜制度（主に離島・半 

島部の高校で実施、特別選抜・一般選抜で合格となっていない者を対象） 

＜３月第１週を基準＞ 

 ※ 現中３の生徒は、現行の制度での入試が実施されます。 

 ※ 中学校に説明された内容は以上です。まだ、現在の方針であり、今後若干の変更もありうる 

とのこと。また、詳細については決定していないそうで、１０月をめどにして生徒向けのリー 

フレットを配布する予定とのこと。 


